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第
38
回
小
笠
原
村
健
康
診
断

予
約
受
付
は
11
月
２
日
（月
）よ
り
開
始
し
ま
す
。

予
約
方
法
な
ど
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
11
月
号
の

村
民
だ
よ
り
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

【
日
程
】

《
父
島
》
11
月
29
日
（日
）～
12
月
４
日
（金
）

《
母
島
》
11
月
26
日
（木
）～
11
月
27
日
（金
）

【
対
象
者
】

○
30
歳
～
39
歳
で
小
笠
原
村
に
住
所
を
有
す
る

方
○
40
歳
～
74
歳
で
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の

方(

年
度
途
中
に
加
入
、
脱
退
し
た
方
を
含
む)

○
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
の
方

○
40
歳
以
上
の
生
活
保
護
受
給
者
の
方

※
年
齢
の
基
準
日
は
全
て
平
成
28
年
３
月
31
日

で
す
。

【
対
象
者
以
外
で
健
康
診
断
を
受
け
ら
れ
る
方
】

○
官
公
署
な
ど
職
域
健
診
の
対
象
の
方

○
協
会
け
ん
ぽ
東
京
支
部
の
健
診
対
象
の
方
（
35

歳
以
上
）

○
特
定
健
診
受
診
券
を
お
持
ち
の
方

（事
前
に
受
診
券
と
健
康
保
険
証
を
村
民
課
ま
た

は
母
島
支
所
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
）

【
特
定
健
診
受
診
券
の
提
出
期
限
】
10
月
９
日
（金
）

【
そ
の
他
が
ん
健
診
な
ど
】

小
笠
原
村
健
康
診
断
で
は
、
基
本
健
診
の
ほ
か
に
次

の
検
診
を
実
施
し
ま
す
。

《
胃
が
ん
検
診
（胃
カ
メ
ラ
）》

40
歳
以
上
の
方

《
女
性
が
ん
検
診
（乳
が
ん
・子
宮
頸
が
ん
）》

30
歳
以
上
の
方

※
子
宮
頸
が
ん
ク
ー
ポ
ン
券
を
お
持
ち
の
20

歳
・
25
歳
の
方
も
受
け
ら
れ
ま
す
。

《
肺
が
ん
・結
核
検
診
》

（胸
部
レ
ン
ト
ゲ
ン
）
40
歳
以
上
の
方

（
喀
痰
検
査
）
小
笠
原
村
に
住
民
登
録
し
て
い
る
50

歳
以
上
で
喫
煙
指
数
（
１
日
の
喫
煙
本
数
×
喫
煙

年
数
）
が
４
０
０
以
上
も
し
く
は
40
歳
以
上
で
６

か
月
以
内
に
血
痰
の
あ
っ
た
ハ
イ
リ
ス
ク
の
方

《
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診
（Ｂ
型
・Ｃ
型
）》
40
歳
の
方

《
骨
粗
し
ょ
う
症
検
診
》
40
歳
以
降
で
５
歳
刻
み
の

節
目
年
齢
の
方

以
上
の
検
診
に
つ
い
て
は
、
小
笠
原
村
に
住
所
を

有
し
、
対
象
の
年
齢
の
方
で
あ
れ
ば
加
入
し
て
い
る

健
康
保
険
に
関
わ
ら
ず
ど
な
た
で
も
受
診
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
事
前
に
村
役
場
へ
申
込
み
が
必
要
な
場

合
が
あ
る
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
申
込
み
が
必
要
な
方
】
小
笠
原
村
健
康
診
断
の
受

診
対
象
外
で
、
が
ん
検
診
な
ど
を
受
診
さ
れ
る
方

【
申
込
先
】

《
父
島
》
村
民
課
福
祉
係

２
―
３
９
３
９

《
母
島
》
母
島
支
所
庶
務
係

３
―
２
１
１
１

※
窓
口
か
お
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

【
申
込
締
切
】
10
月
９
日
（金
）

※
検
診
日
な
ど
の
予
約
は
11
月
に
別
途
し
て
い

た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

●
問
合
せ
先

村
民
課
福
祉
係

２
―
３
９
３
９

世
界
自
然
遺
産
に
関
す
る

村
民
意
見
交
換
会

世
界
自
然
遺
産
の
価
値
を
将
来
に
わ
た
っ
て
守
っ

て
い
く
た
め
に
は
、
村
民
の
皆
さ
ん
と
と
も
に
保
全

や
利
活
用
に
つ
い
て
考
え
、
村
民
生
活
と
の
調
和
を

図
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
遺
産
に
関
す
る
取
組
や
村
民
の

皆
さ
ん
が
感
じ
て
い
る
こ
と
を
、
民
間
と
行
政
双
方

で
共
有
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

村
で
は
、
平
成
24
年
度
よ
り
「
村
民
意
見
交
換
会
」

を
開
催
し
、
村
民
の
皆
さ
ん
の
率
直
な
ご
意
見
を
う

か
が
っ
て
き
ま
し
た
。

今
年
度
は
、
９
月
に
全
世
帯
と
中
高
生
を
対
象
と

し
た
「
世
界
自
然
遺
産
に
関
す
る
村
民
意
向
調
査
」

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

こ
の
調
査
は
、
村
民
の
皆
さ
ん
が
世
界
自
然
遺
産

に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
こ
と
、
思
っ
て
い
る
こ
と
を

把
握
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

今
回
の
意
見
交
換
会
で
は
、
調
査
結
果
の
速
報
を

報
告
す
る
こ
と
で
、
幅
広
い
世
代
や
様
々
な
立
場
の

方
々
の
世
界
自
然
遺
産
に
関
す
る
考
え
を
共
有
す
る

と
と
も
に
、
遺
産
に
関
す
る
行
政
の
取
組
に
つ
い
て

も
資
料
を
提
供
し
、皆
さ
ん
と
意
見
交
換
を
行
な
い
、

今
後
の
取
組
の
参
考
と
さ
せ
て
頂
く
予
定
で
す
。

皆
さ
ん
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

【
父
島
】

《
日
時
》
10
月
17
日
（
土
）

午
後
６
時
30
分
～
８
時
30
分

《
場
所
》
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー
２
階
会
議
室

【
母
島
】

《
日
時
》
10
月
19
日
（
月
）

午
後
６
時
30
分
～
８
時
30
分

《
場
所
》
母
島
村
民
会
館
体
育
室

【
内
容
（
予
定
）】

○
世
界
自
然
遺
産
に
関
す
る
村
民
意
向
調
査
〈
結

果
速
報
〉

○
遺
産
価
値
の
保
全
と
利
活
用

○
動
物
と
暮
ら
す
と
い
う
こ
と

●
問
合
せ
先

環
境
課
環
境
係

２
―
３
１
１
１

内
地
進
学
助
成
制
度

進
学
受
験
の
た
め
、
上
京
し
た
生
徒
に
対
す
る
助

成
制
度
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

【
助
成
対
象
者
】
小
笠
原
高
等
学
校
第
３
学
年
に
在

学
す
る
生
徒
で
あ
っ
て
、
平
成
27
年
度
以
降
に
学

校
教
育
法
第
１
条
に
規
定
す
る
大
学
お
よ
び
高
等

専
門
学
校
ま
た
は
同
法
第
１
２
４
条
に
規
定
す
る

専
修
学
校
を
受
験
し
た
者

【
申
請
日
】
10
月
１
日
～
平
成
28
年
３
月
31
日

【
助
成
金
額
な
ど
】

助
成
金
額
は
、
定
期
船
お
が
さ
わ
ら
丸
２
等
往

復
船
賃
の
村
民
割
引
適
用
額(

調
整
金
を
含
ま
ず)

お
よ
び
内
地
宿
泊
料
定
額
４
万
円
と
し
、
助
成
対
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小笠原の花・木・鳥・魚

花 ムニンヒメツバキ 木 タコノキ

鳥 ハハジマメグロ 魚 アオムロ

ﾀﾞﾑ 貯水率

9/25現在

父島

100/100

母島

100/100

８月気象状況（父島）

最高気温 30.4℃

最低気温 26.0℃

平均気温 27.9℃

平均湿度 84％

月降水量 368.0mm

住民基本台帳登録者数（9/1）

2,595人

父島 母島

人口 2,132人 463人

世帯 1,205 257

ＮＯ．６５０

平成27年(2015)

１０/１(木)
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象
者
１
名
に
つ
き
１
回
限
り
の
支
給
と
し
ま
す
。

【
所
得
制
限
】

助
成
対
象
者
の
属
す
る
世
帯
の
所
得
金
額
に

制
限
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

教
育
委
員
会
事
務
局
２
―
３
１
１
７

平
成
28
年
成
人
式

平
成
28
年
成
人
式
は
、
１
月
１
日
（金
）に
父
島
・

母
島
で
開
催
予
定
で
す
。

次
の
①
に
該
当
さ
れ
る
方
は
、
11
月
中
旬
頃
に
、

詳
し
い
日
時
な
ど
を
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。
②
に
該

当
さ
れ
る
方
は
、
教
育
委
員
会
事
務
局
へ
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

【
対
象
者
】

平
成
７
年
４
月
２
日
～
平
成
８
年
４
月
１
日

に
生
ま
れ
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

①
小
笠
原
村
に
住
民
登
録
し
て
い
る
方

②
村
外
に
転
出
し
て
い
る
が
、小
笠
原
の
小
・中
学

校
ま
た
は
高
等
学
校
に
在
籍
し
た
こ
と
が
あ

り
、
参
加
を
希
望
す
る
方

【
乗
船
に
か
か
る
割
引
制
度
の
適
用
】

成
人
式
に
参
加
す
る
新
成
人
の
方
は
、
お
が
さ

わ
ら
丸
・は
は
じ
ま
丸
の
割
引
制
度
を
ご
利
用
で

き
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。（乗
船
券
の
手
配
は
ご
自
身
で
行
な
っ
て

く
だ
さ
い
）

●
問
合
せ
先

教
育
委
員
会
事
務
局
２
―
３
１
１
７

第
４
回
教
育
委
員
会

【
平
成
27
年
第
４
回
教
育
委
員
会
】

《
日
時
》
10
月
５
日
（
月
）
午
後
３
時
30
分
～

《
場
所
》
村
役
場
第
２
庁
舎
２
階
会
議
室

◎
教
育
委
員
会
制
度
が
変
わ
り
ま
す

「
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
が
平
成
27
年
４
月
１
日

に
施
行
さ
れ
、
小
笠
原
村
で
は
、
９
月
26
日
（
新
教

育
長
の
就
任
）
か
ら
新
制
度
に
移
行
し
ま
し
た
。

今
回
の
改
正
は
、
教
育
の
政
治
的
中
立
性
・
継
続

性
・
安
定
性
を
確
保
し
つ
つ
、
地
方
教
育
行
政
に
お

け
る
責
任
の
明
確
化
、
迅
速
な
危
機
管
理
体
制
の
構

築
、
首
長
と
の
連
携
の
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
地

方
に
対
す
る
国
の
関
与
の
見
直
し
を
図
る
た
め
の
も

の
で
す
。

制
度
の
主
な
変
更
点
は
次
の
と
お
り
で
す
。

○
教
育
行
政
の
責
任
体
制
の
明
確
化

教
育
委
員
長
と
教
育
長
を
一
本
化
し
た
新
「
教

育
長
」
を
設
置
し
ま
す
。
新
教
育
長
は
、
村
長
が

議
会
の
同
意
を
得
て
、
直
接
任
命
・
罷
免
を
行
い

ま
す
。
任
期
は
３
年
（
旧
制
度
は
４
年
）
で
す
。

○
「
総
合
教
育
会
議
」
の
設
置

村
長
と
教
育
委
員
会
で
構
成
す
る
総
合
教
育
会

議
を
設
置
し
ま
す
。
会
議
は
村
長
が
招
集
し
、
教

育
の
振
興
に
関
す
る
施
策
や
教
育
環
境
の
整
備
な

ど
重
点
的
に
講
ず
べ
き
施
策
等
を
協
議
し
ま
す
。

○
教
育
に
関
す
る
「
大
綱
」
の
策
定

村
長
は
、
総
合
教
育
会
議
に
お
い
て
教
育
委
員

会
と
協
議
・
調
整
し
、
教
育
の
目
標
や
施
策
の
基

本
的
な
方
針
と
な
る
「
大
綱
」
を
定
め
ま
す
。

●
問
合
せ
先

教
育
委
員
会
事
務
局
２
―
３
１
１
７

Ｉ
Ｐ
告
知
端
末
な
ど
の

新
規
設
置
時
期

各
家
庭
、
事
業
所
に
設
置
し
て
い
る
Ｉ
Ｐ
告
知
端

末
な
ど
の
設
置
を
新
規
に
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
設

置
工
事
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

設
置
工
事
は
、
村
の
光
ケ
ー
ブ
ル
保
守
事
業
者
が

来
島
し
て
い
る
期
間
に
実
施
し
ま
す
。

Ｉ
Ｐ
告
知
端
末
な
ど
の
機
器
は
、
受
注
生
産
で
あ

る
た
め
、
年
度
末
に
次
年
度
の
見
込
み
数
を
確
保
し

て
い
ま
す
が
、
今
年
度
は
、
新
規
設
置
お
よ
び
機
器

故
障
に
よ
る
交
換
な
ど
に
よ
り
、
予
想
を
超
え
る
台

数
が
必
要
と
な
り
、
新
規
設
置
は
来
年
３
月
頃
に
な

る
見
込
で
す
。

ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
・
ご
協
力

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

※
機
器
の
新
規
設
置
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
事
前

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

総
務
課
Ｉ
Ｔ
推
進
係
２
―
３
７
８
０

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
開
始
に
と
も
な
う

事
業
者
の
皆
さ
ま
へ
の
お
知
ら
せ

10
月
以
降
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
が
通
知
さ
れ
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
が
開
始
さ
れ
ま
す
。（
詳
細
は
今
月

号
の
村
民
だ
よ
り
11
ペ
ー
ジ
を
お
読
み
く
だ
さ
い
）

各
法
人
に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
は
異
な
り
、
13

桁
の
法
人
番
号
が
通
知
さ
れ
ま
す
。

【
事
業
者
の
皆
さ
ま
へ
】

平
成
28
年
１
月
以
降
、
各
事
業
者
に
お
い
て
、

社
会
保
険
の
手
続
や
源
泉
徴
収
票
の
作
成
な
ど
の

際
、
従
業
員
な
ど
か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
提
出
を

受
け
、書
類
な
ど
に
記
載
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

個
人
情
報
を
守
る
た
め
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、

法
律
で
定
め
ら
れ
た
範
囲
以
外
で
の
利
用
が
禁
止

さ
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
管
理
に
あ
た
っ
て
は
、

安
全
管
理
措
置
な
ど
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
す
。

国
で
は
、
社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
（
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
制
度
）
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
と
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
を
設
置
し
、
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。

●
問
合
せ
先

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

０
５
７
０
―
２
０
―
０
１
７
８

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangos

eido/index.html

【
特
定
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
】

国
で
は
、
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
を
設
置

し
、「
特
定
個
人
情
報
の
適
正
な
取
り
扱
い
に
関
す

る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
事
業
者
編
）」
を
定
め
、
具
体

例
を
用
い
て
解
説
し
て
い
ま
す
。

詳
し
く
は
、
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
に
お

問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

●
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会

０
３
―
６
４
４
１
―
３
６
８
５

http://www.ppc.go.jp/legal/policy/

【
ご
注
意
く
だ
さ
い
】

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
便
乗
し
た
不
審
な
電
話

や
詐
欺
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
預
貯
金
口
座
番
号

な
ど
の
個
人
情
報
を
聞
き
出
そ
う
と
す
る
な
ど
、

不
審
な
電
話
が
各
地
で
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知
前
に
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

制
度
関
係
で
、
行
政
機
関
な
ど
か
ら
手
続
を
求
め

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

（
保
険
証
）
の
更
新

10
月
１
日
で
保
険
証
が
一
斉
更
新
と
な
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
は
、
村
民
課

住
民
係
よ
り
送
付
し
て
い
る
保
険
証
の
更
新
に
関
す

る
通
知
を
ご
持
参
の
う
え
、
更
新
の
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

【
手
続
窓
口
】

《
父
島
》
村
民
課
住
民
係

《
母
島
》
母
島
支
所
庶
務
係

【
持
参
す
る
も
の
】

○
印
鑑

○
現
在
の
保
険
証

○
送
付
済
み
の
通
知（「
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

証
」
の
更
新
に
つ
い
て
）

保
険
証
は
、
カ
ー
ド
様
式
の
も
の
を
１
人
に
１
枚

交
付
し
ま
す
。
次
の
点
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

①
記
載
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
届
出
を
し

て
く
だ
さ
い
。
勝
手
に
書
き
か
え
る
と
無
効
に

な
り
ま
す
。

②
他
人
と
の
貸
し
借
り
は
絶
対
に
し
な
い
で
く
だ

さ
い
。
法
律
に
よ
り
罰
せ
ら
れ
ま
す
。

http://www.ppc.go.jp/legal/policy/
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③
コ
ピ
ー
し
た
保
険
証
は
使
え
ま
せ
ん
。

④
カ
ー
ド
化
に
と
も
な
い
、
保
険
証
の
サ
イ
ズ
が

小
さ
く
な
っ
て
い
ま
す
。
保
険
証
は
犯
罪
に
使

わ
れ
る
恐
れ
も
あ
り
ま
す
の
で
、
紛
失
し
な
い

よ
う
に
十
分
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

保
険
税
の
納
め
忘
れ
が
あ
る
と
、
保
険
証
の
更
新

が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
、
特
別
な
理
由
も
な
く
納

付
し
な
い
方
に
は
、
医
療
費
を
全
額
自
己
負
担
し
て

い
だ
た
く
場
合
も
あ
り
ま
す
。

病
気
や
け
が
を
し
た
と
き
に
安
心
し
て
診
療
を
受

け
ら
れ
る
よ
う
に
、
保
険
税
は
納
期
限
内
に
納
付
し

て
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

村
民
課
住
民
係

２
―
３
１
１
３

国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

◎
「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
の
送
付

日
本
年
金
機
構
で
は
、
平
成
21
年
度
よ
り
、
国
民

年
金
及
び
厚
生
年
金
に
加
入
し
て
い
る
方
に
保
険
料

納
付
実
績
や
年
金
の
見
込
額
な
ど
を
記
載
し
た
「
ね

ん
き
ん
定
期
便
」
を
毎
年
誕
生
月
に
送
付
し
て
お
り

ま
す
。

【
通
知
す
る
内
容
】

《
節
目
年
齢
時
（
35
歳
・
45
歳
・
59
歳
）
の
方
》

①
～
⑥
に
つ
い
て
更
新
し
た
内
容
を
通
知
し
ま
す
。

①
年
金
加
入
期
間（
加
入
月
数
、納
付
済
月
数
等
）

②
50
歳
未
満
の
方
に
は
加
入
実
績
に
応
じ
た
年

金
見
込
額
。
50
歳
以
上
の
方
に
は
、
ね
ん
き
ん

定
期
便
作
成
時
点
の
加
入
制
度
に
引
き
続
き

加
入
し
た
場
合
の
将
来
の
年
金
見
込
額
。（
既

に
年
金
受
給
中
（
全
額
停
止
中
も
含
む
）
の
方

に
は
通
知
し
ま
せ
ん
）

③
保
険
料
の
納
付
額
（
被
保
険
者
負
担
分
累
計
）

④
年
金
加
入
履
歴
（
加
入
制
度
、
事
業
所
名
称
、

被
保
険
者
資
格
取
得
・
喪
失
年
月
日
な
ど
）

⑤
厚
生
年
金
の
す
べ
て
の
期
間
の
月
ご
と
の
標
準

報
酬
月
額
・
賞
与
額
・
保
険
料
納
付
額

⑥
国
民
年
金
の
す
べ
て
の
期
間
の
月
ご
と
の
保
険

料
納
付
状
況
（
納
付
、
未
納
、
免
除
等
の
別
）

《
そ
の
他
の
方
々
》

①
～
③
に
つ
い
て
は
更
新
し
た
も
の
、
⑤
お
よ
び

⑥
に
つ
い
て
は
、
直
近
一
年
分
を
通
知
し
ま
す
。

お
受
け
取
り
に
な
ら
れ
た
際
は
、
加
入
記
録
・
記

載
内
容
に
も
れ
や
誤
り
が
な
い
か
十
分
に
ご
確
認
い

た
だ
き
、
訂
正
が
あ
っ
た
場
合
、
同
封
の
「
年
金
加

入
記
録
回
投
票
」
に
て
ご
回
答
く
だ
さ
い
。

◎
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明

書
」
の
送
付

国
民
年
金
保
険
料
は
、
全
額
が
確
定
申
告
や
年
末

調
整
の
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す
。

な
お
、
ご
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ

た
場
合
に
も
、
納
付
し
た
方
が
、
社
会
保
険
料
控
除

と
し
て
申
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

確
定
申
告
等
で
社
会
保
険
料
控
除
の
申
告
を
す
る

際
に
は
、
納
付
し
た
国
民
年
金
保
険
料
額
を
証
明
す

る
書
類
の
添
付
が
必
要
で
す
。

こ
の
た
め
、
９
月
30
日
ま
で
に
納
付
し
た
国
民
年

金
保
険
料
額
を
証
明
し
た
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年

金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
が
11
月
上
旬
に
送
付
さ

れ
ま
す
。

確
定
申
告
、
年
末
調
整
の
手
続
き
の
際
に
は
、
こ

の
証
明
書
（
ま
た
は
領
収
書
）
が
必
要
に
な
り
ま
す

の
で
、
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル

０
５
７
０
―
０
５
８
―
５
５
５

※
０
５
０
で
始
ま
る
電
話
で
か
け
る
場
合
は

０
３
―
６
７
０
０
―
１
１
４
４

東
京
都
獣
医
師
会
に
よ
る
動
物
派
遣
診
療

小
笠
原
村
で
は
、
東
京
都
獣
医
師
会
に
よ
る
「
動

物
派
遣
診
療
」
に
お
い
て
、
イ
ヌ
・
ネ
コ
を
は
じ
め

と
し
た
ペ
ッ
ト
の
適
正
・
終
生
飼
養
の
普
及
啓
発
や

次
世
代
教
育
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

野
生
化
し
た
飼
い
主
の
い
な
い
ネ
コ
は
希
少
な
鳥

類
の
命
を
奪
う
な
ど
、
小
笠
原
の
自
然
界
に
影
響
を

与
え
て
し
ま
い
ま
す
。
飼
い
主
の
い
な
い
ネ
コ
を
増

や
さ
な
い
た
め
に
も
、
ネ
コ
を
適
正
に
飼
っ
て
い
た

だ
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
装
着
や
大
切
な
ペ
ッ
ト
の
健

康
診
断
な
ど
、こ
の
機
会
を
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
母
島
】
11
月
14
日
（
土
）

《
場
所
》
母
島
営
農
研
修
所
本
館

【
父
島
】
11
月
17
日
（
火
）
～
20
日
（
金
）

《
場
所
》
扇
浦
交
流
セ
ン
タ
ー

※
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
チ
ラ
シ
な
ど
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

●
問
合
せ
先

環
境
課
環
境
係

２
―
３
１
１
１

小
笠
原
小
学
校
展
覧
会

展
示
品
の
募
集

地
域
に
開
か
れ
た
展
覧
会
を
目
指
し
て
、
今
年
度

の
展
覧
会
で
は
、
地
域
の
皆
さ
ま
に
よ
る
作
品
コ
ー

ナ
ー
を
設
け
ま
す
。
サ
ー
ク
ル
な
ど
の
団
体
で
も
か

ま
い
ま
せ
ん
。
ふ
る
っ
て
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

【
展
覧
会
日
時
】

12
月
11
日(

金)

・
12
日(

土)

・
13
日(

日)

午
前
９
時
～
午
後
４
時

【
作
品
の
搬
入
場
所
・
日
時
】

小
笠
原
小
中
学
校
体
育
館

12
月
10
日(

木)

午
前
９
時
～
午
後
４
時

【
作
品
内
容
】
食
品
・
書
写
以
外
の
手
作
り
の
物

【
申
込
締
切
】
11
月
27
日(

金)

ま
で
に
電
話
で
お

申
込
み
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

小
笠
原
小
学
校
（
展
覧
会
担
当
）

２
―
２
０
１
２

母
島
小
中
学
校

学
校
公
開
・
道
徳
授
業
地
区
公
開
講
座

【
日
時
】
10
月
18
日
（
日
）

【
道
徳
授
業
】

《
１
校
時

８
時
20
分
～
》

小
学
１
・
２
年
生

中
学
１
年
生

《
２
校
時

９
時
15
分
～
》

小
学
５
・
６
年
生

中
学
３
年
生

《
３
校
時

10
時
15
分
～
》

小
学
３
・
４
年
生

中
学
２
年
生

【
講
演
会
】
11
時
15
分
～

※
体
育
館
で
開
催

講
師

平
川
貴
之

氏

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ル
ー
ル
と
マ
ナ
ー
」

●
問
合
せ
先

母
島
小
中
学
校

３
―
２
１
８
１

南
島
入
島
禁
止
期
間

南
島
の
植
生
回
復
の
た
め
に
、
毎
年
３
か
月
間
の

入
島
禁
止
期
間
を
設
け
て
い
ま
す
。

皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

【
入
島
禁
止
期
間
】

11
月
11
日
（水
）
〜
平
成
28
年
２
月
２
日
（火
）

※
12
月
27
日
（
日
）
～
平
成
28
年
１
月
２
日
（
土
）

の
７
日
間
に
限
り
入
島
で
き
ま
す
。

【
入
島
禁
止
期
間
中
の
特
例
利
用
】

入
島
禁
止
期
間
中
で
あ
っ
て
も
、
次
の
特
例
利

用
に
限
り
、
入
島
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

《
利
用
方
法
》

西
側
の
海
か
ら
遊
泳
ま
た
は
カ
ヌ
ー
を
利
用

し
て
扇
池
に
上
陸
す
る
。

※
入
島
に
際
し
て
は
天
候
・
海
況
な
ど
に
十
分
注
意

し
て
く
だ
さ
い
。

《
利
用
範
囲
》

扇
池
お
よ
び
周
辺
の
砂
浜
に
限
り
ま
す
。
自

然
観
察
路
へ
の
立
ち
入
り
は
で
き
ま
せ
ん
。

《
利
用
条
件
》

〇
観
光
客
な
ど
を
案
内
す
る
場
合
は
、
ガ
イ
ド
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の
同
伴
な
ど
適
正
な
利
用
の
ル
ー
ル
を
遵
守

し
て
く
だ
さ
い
。

〇
村
民
利
用
の
場
合
は
、
ガ
イ
ド
の
同
伴
は
必
要

あ
り
ま
せ
ん
が
、
村
役
場
へ
の
入
島
手
続
き
の
ほ

か
、
小
笠
原
総
合
事
務
所
国
有
林
課
で
実
施
し
て

い
る
森
林
生
態
系
保
護
地
域
の
利
用
講
習
を
修

了
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、

適
正
な
利
用
の
ル
ー
ル
と
同
様
の
条
件
に
従
っ

て
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

産
業
観
光
課

２
―
３
１
１
４

小
笠
原
支
庁
土
木
課
自
然
環
境
担
当

２
―
２
１
２
３

第
２
回
シ
ロ
ア
リ
対
策
事
業

村
で
は
年
３
回
、
集
落
周
辺
の
樹
木
を
中
心
に
シ

ロ
ア
リ
対
策
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

被
害
に
つ
い
て
の
相
談
や
家
屋
の
点
検
も
行
っ
て

お
り
ま
す
の
で
、
こ
の
機
会
を
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
相
談
お
よ
び
点
検
は
事
前
に
申
込
み
が
必
要
と

な
り
ま
す
。
（家
屋
や
敷
地
の
駆
除
・予
防
施
工
は
別

途
有
料
と
な
り
ま
す
）

【
申
込
期
間
】
10
月
５
日
（月
）～
15
日
（木
）

【
対
策
日
程
】

《
父
島
》
10
月
18
日
（日
）～
22
日
（木
）

《
母
島
》
10
月
15
日
（木
）～
16
日
（金
）

●
申
込
み
・問
合
せ
先

建
設
水
道
課

２
―
３
１
１
５

母
島
支
所
庶
務
係

３
―
２
１
１
１

行
政
相
談
所
の
開
設

【
日
時
】
10
月
13
日
（火
）午
後
７
時
～
９
時

【
場
所
】
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー

【
行
政
相
談
委
員
】

総
務
大
臣
委
嘱
小
笠
原
地
区
担
当

山
田
捷
夫

《
住
所
》
小
笠
原
村
父
島
字
奥
村

《
電
話
》
０
９
０
―
７
１
７
３
―
６
７
６
８

※
予
約
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん

●
問
合
せ
先

村
民
課
住
民
係

２
―
３
１
１
３

今
月
の
納
期
限
お
よ
び
口
座
振
替
日

10
月
は
、
個
人
住
民
税(

村
・都
民
税)(

第
３
期
）、

国
民
健
康
保
険
税(

第
３
期)

、
介
護
保
険
料(

第
３
期)

お
よ
び
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料(

第
２
期)

の
納
期

で
す
。

納
期
限
お
よ
び
口
座
振
替
日
は
、
11
月
２
日(

月)

で
す
。
納
期
限
ま
で
に
お
納
め
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

口
座
か
ら
の
自
動
払
込
に
よ
る
納
付
を
申
込
ま
れ

て
い
る
方
は
、
口
座
振
替
日
の
残
高
不
足
に
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

財
政
課
税
務
係

２
―
３
１
１
２

東
京
都
島
し
ょ
地
域
中
小
企
業
等
振

興
補
助
事
業
の
募
集

（
公
財
）
島
し
ょ
振
興
公
社
で
は
、
地
域
の
振
興

に
係
る
事
業
を
新
た
に
行
な
う
中
小
企
業
等
に
対
し
、

事
業
費
の
一
部
を
補
助
す
る
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

補
助
の
条
件
な
ど
は
次
の
と
お
り
で
す
。

【
補
助
対
象
事
業
者
】

個
人
事
業
者
、
中
小
企
業
、
組
合
な
ど
、
財
団

法
人
・
社
団
法
人
・
特
定
非
営
利
活
動
法
人
、
複

数
の
企
業
等
で
構
成
さ
れ
る
中
小
企
業
グ
ル
ー
プ
、

そ
の
他
地
域
活
性
化
に
資
す
る
取
組
を
行
う
と
認

め
ら
れ
る
法
人
な
ど
で
、
東
京
島
し
ょ
地
域
に
主

た
る
事
業
所
を
持
ち
、事
業
を
営
ん
で
い
る
こ
と
。

（
法
人
の
場
合
は
島
し
ょ
地
域
に
登
記
、
個
人
の

場
合
は
島
し
ょ
地
域
に
開
業
の
届
出
を
し
て
い
る

こ
と
）

※
創
業
予
定
者
の
場
合
は
、
事
業
完
了
ま
で
に
島

し
ょ
地
域
に
登
記
ま
た
は
開
業
届
出
が
必
要
で
す
。

【
対
象
事
業
】
新
た
に
実
施
す
る
次
の
事
業

①
地
域
資
源
を
活
用
し
た
特
産
品
に
関
す
る
事
業

②
地
域
資
源
を
活
用
し
た
観
光
の
振
興
に
関
す
る

事
業

③
①
ま
た
は
②
に
関
連
し
た
事
業
展
開
に
関
す
る

事
業

【
申
請
条
件
】

補
助
申
請
は
、（
公
財
）
東
京
都
中
小
企
業
振
興

公
社
が
実
施
す
る
「
東
京
都
地
域
中
小
企
業
応
援

フ
ァ
ン
ド
地
域
資
源
活
用
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出

助
成
事
業
」（
以
下
「
フ
ァ
ン
ド
助
成
事
業
」）
へ

の
申
請
を
条
件
と
し
、
当
該
助
成
事
業
の
結
果
を

踏
ま
え
、
交
付
・
不
交
付
が
決
定
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
フ
ァ
ン
ド
助
成
事
業
の
申
請
に
は
、
事

前
（
10
月
30
日
（
金
）
ま
で
）
に
申
し
込
み
が

必
要
で
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
補
助
金
額
】

対
象
経
費
の
10
分
の
９
以
内
で
一
千
万
円
を

上
限
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
フ
ァ
ン
ド
助
成
事
業

で
の
助
成
金
額
は
除
き
ま
す
。

【
事
業
期
間
】
事
業
開
始
の
時
期
か
ら
２
年
以
内

【
提
出
書
類
】

〇
申
請
書

〇
フ
ァ
ン
ド
助
成
事
業
の
申
請
書
類
一
式
の
写
し

（
受
付
印
が
押
印
さ
れ
た
も
の
）

【
募
集
期
間
】
10
月
１
日
（
木
）
～
11
月
13
日
（
金
）

【
補
助
金
交
付
要
綱
配
布
お
よ
び
提
出
先
】

産
業
観
光
課
お
よ
び
母
島
支
所

【
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
】

http://www.tokyoislands-net.jp/island-

resident/tyusyoukigyouhojyo
●
問
合
せ
先

《
中
小
企
業
等
振
興
補
助
事
業
》

（
公
財
）
東
京
都
島
し
ょ
振
興
公
社
企
画
管
理
課

０
３
―
５
４
７
２
―
６
５
４
６

産
業
観
光
課

２
―
３
１
１
４

《
フ
ァ
ン
ド
助
成
事
業
》

（
公
財
）
東
京
都
中
小
企
業
振
興
公
社
助
成
課

０
３
―
３
２
５
１
―
７
８
９
５

Ａ
Ｅ
Ｄ
の
設
置
に
つ
い
て
（
母
島

村
に
寄
贈
さ
れ
た
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
、
次
の
場
所

し
ま
し
た
。
常
時
使
用
可
能
で
す
。

●
問
合
せ
先

母
島
支
所
庶
務
係

３
―
２
１
１
１

母島診療所玄関横 脇浜なぎさ公園トイレ（車いす用トイレ内）
-4-

）に
設
置

http://www.tokyoislands-net.jp/island-resident/tyusyoukigyouhojyo
http://www.tokyoislands-net.jp/island-resident/tyusyoukigyouhojyo
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村
役
場
人
事
異
動

【
特
別
職
就
任
】

９
月
26
日
付

副
村
長
（
総
務
課
長
事
務
取
扱
）
渋
谷

正
昭

教
育
委
員
会
教
育
長

松
本

隆

【
特
別
職
任
期
満
了
】

９
月
25
日
付

副
村
長

石
田

和
彦

教
育
委
員
会
教
育
長

伊
藤

直
樹

【
退
職
】

９
月
25
日
付

総
務
課
長

渋
谷

正
昭

９
月
30
日
付

医
療
課
診
療
所
係

小
澤

直
也[

介
護
員]

●
問
合
せ
先

総
務
課
総
務
係

２
―
３
１
１
１

母
島
巡
回
労
働
相
談

【
日
時
】
10
月
５
日
（月
）午
後
５
時
～
６
時

【
場
所
】
母
島
村
民
会
館
２
階
会
議
室

【
相
談
内
容
】

○
労
働
条
件
（労
働
時
間
、
安
全
衛
生
、
賃
金
、

離
職
、
解
雇
な
ど
）

○
求
人
求
職
（求
人
・求
職
申
込
な
ど
）

○
労
災
保
険
（加
入
、
労
災
給
付
な
ど
）

○
雇
用
保
険
（加
入
、
失
業
給
付
な
ど
）

※
当
日
都
合
が
悪
い
場
合
は
、電
話
に
よ
る
相
談
も

可
能
で
す
。

●
問
合
せ
先

小
笠
原
総
合
事
務
所
２
―
２
１
０
２

森
林
生
態
系
保
護
地
域
へ
の
入
林
受
付

お
よ
び
簡
易
講
習
（新
規
・更
新
）

母
島
に
お
い
て
国
有
林
内
の
指
定
ル
ー
ト
を
利
用

す
る
た
め
の
簡
易
な
講
習
と
入
林
申
請
受
付
を
実
施

し
ま
す
。

な
お
、
こ
の
講
習
の
対
象
者
は
村
民
と
し
て
レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
目
的
で
利
用
さ
れ
る
方
に
限
り
ま
す
。

【
日
時
】
10
月
28
日
（
水
）
午
後
７
時
～
８
時

【
場
所
】
村
民
会
館
２
階
視
聴
覚
室

【
必
要
な
も
の
】
①
印
鑑
②
村
民
で
あ
る
こ
と
、
お

よ
び
18
歳
以
上
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の

（免
許
証
な
ど
）

※
指
定
ル
ー
ト
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、
講
習
終

了
後
、
入
林
申
請
に
基
づ
き
発
行
さ
れ
る
「年
間
パ

ス
」が
必
要
で
す
。
パ
ス
を
お
持
ち
で
な
い
方
は
お

気
軽
に
受
講
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
パ
ス
を
お
持
ち
の
方
も
有
効
期
間
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。
期
間
を
延
長
す
る
た
め
に
は
こ
の
講

習
を
受
講
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
パ
ス
の
有
効
期
間
は
、
受
講
し
た
日
か
ら

２
年
間
と
な
り
ま
す
。

※
父
島
に
お
い
て
は
、
電
話
に
て
随
時
受
付
し
て
お

り
ま
す
。
問
合
せ
先
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

（講
習
は
、原
則
と
し
て
午
前
９
時
～
午
後
５
時
の
間

で
１
時
間
程
度
行
い
ま
す
）

●
問
合
せ
先

小
笠
原
諸
島
森
林
生
態
系
保
全
セ
ン
タ
ー

２
―
３
４
０
３

小
笠
原
総
合
事
務
所
国
有
林
課
２
―
２
１
０
３

南
島
外
来
植
物
駆
除
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
募
集

東
京
都
は
、
外
来
植
物
の
駆
除
作
業
を
は
じ
め
と

す
る
植
生
回
復
事
業
な
ど
に
よ
り
、
南
島
の
自
然
環

境
の
保
全
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

今
回
、
こ
う
し
た
南
島
に
お
け
る
東
京
都
の
取
組

と
外
来
植
物
の
現
状
に
つ
い
て
、
村
民
の
皆
さ
ん
に

作
業
体
験
を
通
し
て
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
村
民

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し
ま
す
。

【
作
業
日
時
】

10
月
25
日
（
日
）

午
前
８
時
（
青
灯
台
集
合
）

～
午
後
１
時
30
分
（
青
灯
台
着
）

※
昼
休
憩
あ
り
（
昼
食
は
各
自
ご
用
意
く
だ
さ
い
）

【
作
業
内
容
】

南
島
に
お
け
る
２
時
間
程
度
の
除
草
作
業

【
募
集
定
員
】
18
人

【
申
込
資
格
】
18
歳
以
上
の
村
民
の
方

【
申
込
期
間
】
10
月
１
日
（
木
）
～
14
日
（
水
）

※
先
着
順
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

●
申
込
み
・
問
合
せ
先

小
笠
原
支
庁
土
木
課
自
然
環
境
担
当

２
―
２
１
２
３

銃
器
に
よ
る
父
島
の
ノ
ヤ
ギ
駆
除
に
と
も
な
う

国
有
林
指
定
ル
ー
ト
・遊
歩
道
の
通
行
止
め

東
京
都
お
よ
び
環
境
省
で
は
、
父
島
の
植
生
回
復

を
図
る
た
め
、
銃
器
な
ど
に
よ
る
ノ
ヤ
ギ
の
駆
除
を

行
な
い
ま
す
。
安
全
確
保
の
た
め
、
一
部
の
日
程
に

お
い
て
国
有
林
指
定
ル
ー
ト
お
よ
び
遊
歩
道
を
通
行

止
め
に
い
た
し
ま
す
。

作
業
当
日
は
、
通
行
止
め
と
な
っ
た
ル
ー
ト
お
よ

び
作
業
区
域
内
に
は
立
ち
入
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。

【
作
業
期
間
】
10
月
11
日
（
日
）
～
20
日
（
火
）

※
お
が
さ
わ
ら
丸
出
港
日
か
ら
入
港
日
の
み
実
施
し

ま
す
。

【
時
間
】
午
前
７
時
～
午
後
５
時
30
分

※
出
港
日
は
午
後
２
時
か
ら

※
入
港
日
は
午
前
11
時
30
分
ま
で

【
作
業
区
域
】
ワ
シ
ン
ト
ン
ビ
ー
チ
か
ら
巽
湾
側
に
小

港
岬
ま
で
の
沿
岸
と
そ
の
周
辺
山
域
（
住
宅
地
を
除

く
）

【
国
有
林
指
定
ル
ー
ト
通
行
止
め
日
】

〇
赤
旗
山
・
時
雨
山
・
つ
つ
じ
山
方
面
指
定
ル
ー

ト
（
図
の
①
）
10
月
12
日(

月
）・
14
日
（水
）・

18
日
（日
）

〇
西
海
岸
方
面
指
定
ル
ー
ト

（
図
の
②
）
10
月
13
日(

火
）

●
問
合
せ
先

小
笠
原
支
庁
土
木
課
自
然
環
境
担
当

２
―
２
１
２
３

小
笠
原
自
然
保
護
官
事
務
所

２
―
７
１
７
４

原
付
免
許
学
科
試
験
（
父
島
）

【
試
験
日
時
】

11
月
１
日
（日
）午
前
９
時
～

【
試
験
会
場
】

小
笠
原
警
察
署
２
階
講
堂

【
申
込
締
切
】
10
月
23
日
（金
）午
後
５
時
ま
で

※
申
込
書
は
小
笠
原
警
察
署
ま
た
は
母
島
駐
在
所

で
お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

【
学
科
試
験
合
格
後
に
つ
い
て
】

実
技
講
習
は
、
11
月
29
日
（日
）午
前
９
時
～

正
午
に
洲
崎
自
動
車
練
習
コ
ー
ス
で
実
施
予
定
で

す
。

●
問
合
せ
先

小
笠
原
警
察
署
交
通
係

２
―
２
１
１
０
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電
話
で
弁
護
士
に
相
談
で
き
る

「島
し
ょ
法
律
相
談
」

東
京
都
で
は
、
島
し
ょ
に
居
住
さ
れ
る
方
を
対
象

と
し
て
、
弁
護
士
の
法
律
相
談
（電
話
相
談
）を
実
施

し
て
い
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
す
。

ご
相
談
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
固
く
守
ら
れ
て
い

ま
す
の
で
、
安
心
し
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
相
談
日
】

月
・水
・金
曜
日(

祝
日
・年
末
年
始
の
閉
庁
日
を

除
く
。)

【
相
談
時
間
】
午
後
１
時
～
４
時

※
直
接
、
電
話
で
ご
相
談
い
た
だ
け
ま
す
が
、
事
前

に
ご
予
約
い
た
だ
く
と
確
実
で
す
。

【
事
前
予
約
】
月
～
金
曜
日(

祝
日
・年
末
年
始
の
閉

庁
日
を
除
く
。)

【
予
約
受
付
時
間
】
午
前
９
時
～
午
後
５
時

●
相
談
・予
約
・問
合
せ
先

東
京
都
生
活
文
化
局
広
報
広
聴
部
都
民
の
声
課

０
３
―
５
３
８
８
―
２
２
４
５

「
し
ま
し
ま
商
品
券
」

利
用
期
限
は
10
月
末
ま
で

地
域
の
消
費
活
動
の
活
性
化
を
図
る
た
め
に
５
月

に
発
行
し
た
「
し
ま
し
ま
商
品
券
」
の
利
用
期
限
は

10
月
31
日
（
土
）
ま
で
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

利
用
期
限
を
過
ぎ
た
商
品
券
は
ご
利
用
に
な
れ
ま

せ
ん
の
で
、
ま
だ
お
手
元
に
商
品
券
を
お
持
ち
の
方

は
必
ず
期
限
内
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
加
盟
店
の
皆
さ
ま
へ
】

換
金
期
限
は
11
月
13
日
（
金
）
ま
で
と
な
っ
て

お
り
ま
す
。
期
限
終
了
後
の
換
金
は
で
き
ま
せ
ん
。

必
ず
期
限
ま
で
に
金
融
機
関
に
て
換
金
を
行
な
っ

て
く
だ
さ
い
。
ご
協
力
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

●
申
込
み
・問
合
せ
先

小
笠
原
地
区
青
色
申
告
会
事
務
局

（小
笠
原
村
商
工
会
）

２
―
２
６
６
６

東
京
三
弁
護
士
会
に
よ
る
法
律
相
談

東
京
三
弁
護
士
会
主
催
に
よ
る
法
律
相
談
を
開
催

し
ま
す
。
相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
ぜ
ひ
こ
の
機

会
を
ご
利
用
下
さ
い
。
※
予
約
が
必
要
で
す
。

【
相
談
内
容
・時
間
】

無
料
法
律
相
談
（１
コ
マ
40
分
以
内
）

【
母
島
】

《
日
時
》
10
月
14
日
（水
）午
後
７
時
～
９
時

《
場
所
》
母
島
支
所

【
父
島
】

《
日
時
》
10
月
15
日
（木
）午
後
３
時
～
５
時

《
場
所
》
村
役
場

【
予
約
受
付
時
間
】
午
前
９
時
30
分
～
午
後
５
時

（土
、
日
、
祝
祭
日
お
よ
び
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

●
問
合
せ
先
・予
約
電
話
番
号

法
律
相
談
セ
ン
タ
ー

０
３
―
３
５
９
５
―
８
５
７
５

電
話
に
よ
る
無
料
法
律
相
談

第
二
東
京
弁
護
士
会
主
催
の
電
話
無
料
法
律
相
談

を
島
し
ょ
部
住
民
を
対
象
に
実
施
し
ま
す
。

【
相
談
内
容
】
無
料
一
般
相
談

【
日
時
】
10
月
23
日
（金
）午
前
10
時
～
正
午

（１
件
あ
た
り
概
ね
20
分
枠
）

※
予
約
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
前
日
ま
で
に
ご

連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
事
前
予
約
受
付
番
号

第
二
東
京
弁
護
士
会
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー

０
３
―
３
５
９
２
―
１
８
５
５

●
当
日
相
談
電
話
番
号０

３
―
３
５
８
１
―
２
４
０
７

赤
い
羽
根
共
同
募
金
運
動

10
月
よ
り
第
69
回
赤
い
羽
根
共
同
募
金
運
動
が

始
ま
り
ま
す
。皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
問
合
せ
先

東
京
都
共
同
募
金
会
小
笠
原
村
地
区
協
力
会

（
小
笠
原
村
社
会
福
祉
協
議
会
内
）
２
―
２
４
８
６

ギ
ャ
ラ
ク
テ
ィ
ッ
ク
・キ
ッ
ズ
開
催

◎
第
43
回
「
月
の
か
ぐ
や
」

月
に
帰
っ
た
か
ぐ
や
姫
、
そ
し
て
日
本
の
か
ぐ
や

衛
星
。
二
つ
の
「
か
ぐ
や
」
の
お
話
を
楽
し
み
な
が

ら
、
月
を
見
て
み
よ
う
！

【
日
時
】
10
月
21
日
（水
）午
後
７
時
〜
８
時
30
分

【
対
象
者
】
小
学
校
３
年
生
以
上

※
１
、
２
年
生
は
保
護
者
同
伴
で
参
加
可
能

【
募
集
人
数
】
30
名

【
集
合
場
所
】
奥
村
運
動
場
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
ホ
ー
ル

【
参
加
費
】
３
０
０
円
（保
険
代
含
む
）

※
２
回
目
か
ら
は
１
０
０
円

【
申
込
締
切
】
10
月
20
日
（火
）

【
申
込
方
法
】
小
学
校
玄
関
の
申
込
箱
に
申
込
用
紙

を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

国
立
天
文
台
内

２
―
７
３
３
３

ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
お
知
ら
せ

【
10
月
の
開
館
日
】

お
が
さ
わ
ら
丸
の
入
港
日
～
出
港
日

《
開
館
時
間
》
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

【
特
別
展
】

《
本
館
》「
遊
歩
道
の
固
有
植
物

父
島
編
」

～
こ
こ
で
し
か
会
え
な
い
か
ら
、
森
へ
行
こ
う
！

森
を
歩
こ
う
！

父
島
の
遊
歩
道
で
見
ら
れ
る
固
有
植
物
を
中

心
に
紹
介
し
ま
す
。（
10
月
17
日
ま
で
）

※
「
小
笠
原
の
地
名
展
（
仮
）」
11
月
１
日
よ
り

開
催
予
定

《
新
館
》「
い
る
か
展
」

～
見
て
！
泳
い
で
！
も
っ
と
わ
か
る
！
開
催
中

小
笠
原
で
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
、
ス
イ
ミ
ン
グ
で
き

る
身
近
な
イ
ル
カ
た
ち
を
わ
か
り
や
す
く
紹
介
し

ま
す
。

●
問
合
せ
先

小
笠
原
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー

２
―
３
０
０
１

島
民(

村
民)

割
引
乗
船
券

割
引
方
法
の
変
更

小
笠
原
海
運
㈱
で
は
、
11
月
発
券
・
購
入
分
か
ら
、

各
種
割
引
乗
船
券
の
割
引
方
法
を
変
更
し
ま
す
。

【
変
更
内
容
】

○
「
島
民
（
村
民
）
割
引
」
は
、
往
復
購
入
で
二

等
復
路
（
東
京
→
父
島
）
50
％
割
引
で
し
た
が
、

片
道
ず
つ
25
％
割
引
に
変
更
し
ま
す
。
こ
れ
に
よ

り
父
島
ま
た
は
母
島
と
東
京
（
竹
芝
客
船
タ
ー
ミ

ナ
ル
・
本
社
営
業
部
）
の
各
窓
口
で
割
引
切
符
の

購
入
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
な
お
、
従
来
通
り
父

島
・
母
島
で
往
復
購
入
も
で
き
ま
す
。

○
購
入
の
際
は
、
割
引
申
請
書
（
窓
口
交
付
）
の

提
出
と
左
記
の
い
ず
れ
か
の
証
明
書
を
窓
口
で
ご

提
示
い
た
だ
き
ま
す
。

①
従
来
の
村
発
行
「
居
住
証
明
書
カ
ー
ド
」

②
「
居
住
に
関
す
る
証
明
書
（
発
行
日
か
ら
３
か

月
以
内
、
コ
ピ
ー
不
可
）」

※
小
笠
原
村
内
の
住
所
が
示
さ
れ
た
運
転
免
許

証
も
証
明
書
と
し
て
使
用
で
き
ま
す
。

○
「
高
齢
者
通
院
割
引
」
も
同
様
に
片
道
ず
つ
の

割
引
に
変
更
し
ま
す
。
購
入
の
際
に
は
、
従
来
と

同
様
に
所
定
の
割
引
申
請
書
の
提
出
と
小
笠
原
村

発
行
「
入
院
通
院
の
た
め
の
高
齢
者
運
賃
割
引
証

明
書（
発
行
日
か
ら
３
か
月
以
内
、コ
ピ
ー
不
可
）」

の
提
示
が
必
要
で
す
。

○
「
小
笠
原
諸
島
出
身
学
生
割
引
」
も
同
様
に
片

道
ず
つ
35
％
割
引
に
変
更
し
ま
す
。
購
入
の
際
に

は
、
従
来
と
同
様
に
所
定
の
割
引
申
請
書
の
提
出

と
小
笠
原
村
発
行「
○学
居
住
に
関
す
る
証
明
書（
コ

ピ
ー
不
可
）」
お
よ
び
学
生
証
、
ま
た
は
在
学
証
明

書
（
小
笠
原
村
で
の
購
入
に
限
り
コ
ピ
ー
可
）
の

提
示
が
必
要
で
す
。

※
乗
船
受
付
時
に
、
購
入
時
の
各
種
証
明
書
に
よ

る
本
人
確
認
を
行
う
場
合
が
あ
る
の
で
ご
協
力
願

い
ま
す
。

●
問
合
せ
先

小
笠
原
海
運
㈱

０
３
―
３
４
５
１
―
５
１
７
１
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イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
を
実
施
い
た
し
ま
す
。

接
種
後
、
効
果
が
現
れ
る
ま
で
約
２
週
間
程
度
か

か
り
、
効
果
は
約
５
か
月
持
続
し
ま
す
。
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
の
流
行
に
備
え
早
め
の
接
種
を
お
勧
め
し
ま

す
。

※
19
歳
未
満
の
方
は
保
護
者
の
同
伴
が
必
要
で
す
。

７
歳
未
満
の
方
は
母
子
手
帳
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

【
父
島
】
※
予
約
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

《
第
１
回
》

10
月
12
日
（
月
）

○
受
付
時
間

午
後
３
時
～
４
時
30
分

○
接
種
時
間

午
後
３
時
30
分
～

10
月
16
日
（
金
）・
20
日
（
火
）・
29
日
（
木
）

○
受
付
時
間

午
後
２
時
30
分
～
４
時
30
分

○
接
種
時
間

午
後
３
時
～

《
第
２
回
》

11
月
14
日
（
土
）

○
受
付
時
間

午
後
３
時
～
４
時
30
分

○
接
種
時
間

午
後
３
時
30
分
～

11
月
19
日
（
木
）・
27
日
（
金
）

○
受
付
時
間

午
後
２
時
30
分
～
４
時
30
分

○
接
種
時
間

午
後
３
時
～

【
母
島
】
※
予
約
制
で
す
。

申
し
込
み
は
10
月
１
日
（
木
）
か
ら
、
来
所
ま
た

は
電
話
で
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

《
第
１
回
》
10
月
13
日
（
火
）・
14
日
（
水
）・

20
日
（
火
）・
23
日
（
金
）

《
第
２
回
》
11
月
16
日
（
月
）・
17
日
（
火
）・

20
日
（
金
）・
24
日
（
火
）

○
接
種
時
間

午
後
２
時
～
４
時
（
園
児
、
小

中
学
生
は
４
時
30
分
）

※
こ
れ
ら
の
日
以
外
を
希
望
の
場
合
は
、
ワ
ク
チ

ン
の
在
庫
や
予
定
日
時
を
あ
ら
か
じ
め
ご
確
認
く

だ
さ
い
。
全
国
的
に
ワ
ク
チ
ン
が
不
足
す
る
場
合

も
あ
り
ま
す
の
で
、
早
め
の
接
種
を
お
勧
め
し
ま

す
。

《
料
金
》
ワ
ク
チ
ン
価
格
の
変
更
に
伴
い
、
接
種
費

用
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

○
１
回
目
…
４
，
６
４
０
円

○
２
回
目
…
２
，
６
６
０
円

※
１
回
目
が
ほ
か
の
医
療
機
関
で
接
種
の
場
合
の

２
回
目
は
、
４
，
６
４
０
円
と
な
り
ま
す
。

《
接
種
回
数
》

○
６
か
月
～
13
歳
未
満
の
方
…
２
回
接
種

※
２
～
４
週
間
の
間
隔
に
お
い
て
２
回
注
射
す
る
。

《
13
歳
以
上
の
方
》
１
回
接
種

※
生
後
６
か
月
未
満
の
接
種
は
、
ワ
ク
チ
ン
の
有

効
性
が
不
明
の
た
め
、
接
種
ご
希
望
の
方
は
あ
ら

か
じ
め
相
談
く
だ
さ
い
。

●
申
込
・問
合
せ
先

小
笠
原
村
診
療
所

２
―
３
８
０
０

母
島
診
療
所

３
―
２
１
１
５

高
齢
者
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
費

小
笠
原
村
で
は
、
高
齢
者
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予

防
接
種
費
に
つ
い
て
、
対
象
者
の
方
は
、
接
種
費
用

の
半
額
（
２
，
３
２
０
円
）
の
助
成
を
行
な
い
ま
す
。

【
対
象
者
（
村
内
に
住
民
登
録
が
あ
る
方
）】

①
接
種
日
に
お
い
て
、
65
歳
以
上
の
方
。

②
接
種
日
に
お
い
て
、
60
歳
以
上
65
歳
未
満
で

あ
り
、
心
臓
・じ
ん
臓
・呼
吸
器
の
機
能
ま
た
は
ヒ

ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
の
機
能
に
障

害
（身
体
障
害
者
手
帳
１
級
程
度
）を
有
す
る
方
。

（要
認
定
）

※
助
成
対
象
の
方
は
接
種
を
受
け
る
際
、
診
療
所

に
て
「イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
予
診
票
」（水

色
）に
記
入
し
診
療
所
窓
口
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

※
助
成
対
象
者
②
に
該
当
す
る
方
は
、
認
定
が
必

要
と
な
り
ま
す
。接
種
前
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

村
民
課
福
祉
係

２
―
３
９
３
９

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
費
助
成

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
つ
い
て
、
村
内
の

生
活
保
護
世
帯
お
よ
び
村
民
税
非
課
税
世
帯
に
該
当

す
る
方
は
、
接
種
費
用
を
公
費
助
成
い
た
し
ま
す
。

助
成
を
受
け
る
方
は
、
予
防
接
種
後
、
村
役
場
お

よ
び
母
島
支
所
に
て
「村
民
税
非
課
税
証
明
書
」を
取

得
し
、
申
請
（還
付
）の
手
続
き
を
行
な
っ
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
手
続
き
に
は
次
の
も
の
を
お
持
ち
く
だ

さ
い
。

○
印
鑑

○
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
の
際
の
領
収
書

○
振
込
先
が
わ
か
る
も
の

●
問
合
せ
先

村
民
課
福
祉
係

２
―
３
９
３
９

専
門
診
療
（耳
鼻
咽
喉
科
）

【
母
島
】

《
日
時
》
10
月
15
日
（木
）・
16
日
（金
）

《
場
所
》
母
島
診
療
所

【
父
島
】

《
日
時
》
10
月
18
日
（日
）・
19
日
（月
）・

21
日
（水
）・
22
日
（木
）

《
場
所
》
小
笠
原
村
診
療
所

《
受
付
時
間
》
※
父
島
・
母
島
共
通
で
す
。

午
前
８
時
30
分
～
11
時

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

●
問
合
せ
先

小
笠
原
村
診
療
所

２
―
３
８
０
０

母
島
診
療
所

３
―
２
１
１
５

小
笠
原
海
運
㈱

０
３
―
３
４
５
１
―
５
１
７
１

お
が
さ
わ
ら
丸

等 級 大 人 小 人
２ 等 ２３，９１０ （+700） １１，９６０ （+350）

特 ２ 等 ３５，８６０ （+1,050） １７，９３０ （+520）

１ 等 ４７，８４０ （+1,400） ２３，９２０ （+700）

特 １ 等 ５５，３００ （+1,610） ２７，６５０ （+800）

特 等 ５９，８６０ （+1,750） ２９，９３０ （+870）

２等（学割） １９，１３０ （+560）
２ 等

（身体障害者割引） １１，９６０ （+350） ５，９８０ （+170）

村民割引
（往復）２等
特２等・１等

２等 35,870

特２等 59,770

１等 83,730

(+1,050)

(+1,750)

(+2,450)

２等 17,940

特２等 29,880

１等 41,860

(+520)

(+860)

(+1,220)

貨
物
運
賃

１ 等 品 １５，９５１ （＋313）

２ 等 品 １４，８４９ （＋291）

３ 等 品 １３，６６０ （＋268）

小口貨物

（１口）

０．１０トン以下 １，５９８ （＋31）

０．０７５トン以下 １，１８９ （＋23）

１０月の燃料油価格変動調整金
１０月の調整金を含む運賃（旅客・貨物）は、次のとおりとなります。

翌月以降の調整金については、直接営業所（２―２１１１）まで、お問い合

わせください。※（ ）内は変動調整額 単位：円

伊
豆
諸
島
開
発
㈱

０
３
―
３
４
５
５
―
３
０
９
０

貨
物
運
賃

１ 等 品 ９，０４０ （+746）

２ 等 品 ８，４７６ （+700）

３ 等 品 ７，９１１ （+653）

小口貨物

（１口）

０．１０トン以下 ９０６ （+75）

０．０７５トン以下 ６８２ （+56）

は
は
じ
ま
丸

等 級 大 人 小 人

２ 等 ４，４６０ （+580） ２，２３０ （+290）

１ 等 ８，９２０ （+1,160） ４，４６０ （+580）

村民割引
（往復）２等 ５，３６０ （+700） ２，６８０ （+350）
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専
門
診
療
（産
科
・婦
人
科
）

【
母
島
】

《
日
時
》
10
月
21
日
（水
）

《
場
所
》
母
島
診
療
所

【
父
島
】

《
日
時
》
10
月
23
日
（金
）・
26
日
（月
）・

27
日
（火
）・
28
日
（水
）

《
場
所
》
小
笠
原
村
診
療
所

※
予
約
制
に
て
実
施
し
ま
す
。
電
話
ま
た
は
ご
来

所
く
だ
さ
い
。予
約
の
受
付
は
平
日
（水
曜
日
を
除

く
）午
後
１
時
30
分
～
５
時
で
す
。

な
お
、
助
産
師
へ
の
相
談
な
ど
は
、
専
門
診
療
の

実
施
に
関
わ
ら
ず
、
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

●
問
合
せ
先

小
笠
原
村
診
療
所

２
―
３
８
０
０

母
島
診
療
所

３
―
２
１
１
５

定
期
予
防
接
種

【
父
島
】

《
日
時
》

10
月
１
日
（木
）午
後
２
時
30
分
～
４
時

10
月
22
日
（木
）午
後
４
時
～
４
時
30
分

《
場
所
》
小
笠
原
村
診
療
所

【
母
島
】

《
日
時
》

10
月
１
日
（木
）午
後
３
時
30
分
～
４
時

10
月
22
日
（木
）午
後
３
時
30
分
～
４
時

《
場
所
》
母
島
診
療
所

【
接
種
可
能
予
防
接
種
（予
約
不
要
）】

○
ヒ
ブ
ワ
ク
チ
ン
、
小
児
用
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
、

四
種
混
合
ワ
ク
チ
ン
、
Ｂ
Ｃ
Ｇ
ワ
ク
チ
ン
、
麻
し

ん
風
し
ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
、
水
痘
ワ
ク
チ
ン
、
日

本
脳
炎
ワ
ク
チ
ン
、

○
ポ
リ
オ
ワ
ク
チ
ン
（追
加
接
種
の
み
）、
三
種
混

合
ワ
ク
チ
ン
（追
加
接
種
の
み
）

●
問
合
せ
先

村
民
課
福
祉
係

２
―
３
９
３
９

母
島
支
所

３
―
２
１
１
１

ヘ
ル
ス
ア
ッ
プ
教
室
（父
島
）

気
持
ち
よ
く
体
を
動
か
し
て
体
調
を
整
え
て
み
ま

せ
ん
か
？
今
月
は
、
室
内
運
動
を
行
な
い
ま
す
。

【
対
象
者
】
20
歳
以
上
の
方
（医
師
か
ら
運
動
を
と

め
ら
れ
て
い
る
方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
）

【
日
時
】
10
月
７
日
（水
）

午
前
９
時
30
分
～
11
時
30
分

【
集
合
場
所
】
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー
入
口

【
持
ち
物
】
室
内
履
き
、
タ
オ
ル
、
飲
み
物

●
問
合
せ
先

村
民
課
福
祉
係

２
―
３
９
３
９

乳
幼
児
健
診
・歯
科
健
診

対
象
者
の
方
に
は
個
別
に
通
知
し
ま
す
。
６
歳
未

満
の
乳
幼
児
で
健
診
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
お
手
数

で
す
が
、
事
前
に
電
話
で
の
予
約
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

【
対
象
者
】
４
か
月
、
７
か
月
、
10
か
月
、

１
歳
６
か
月
、
２
歳
６
か
月
（
歯
科
検
診
の
み
）、

３
歳
の
乳
幼
児

【
父
島
】

《
日
時
》
10
月
８
日
（木
）

受
付
時
間

午
後
２
時
～
３
時
30
分

《
場
所
》
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー
２
階
大
会
議
室

【
母
島
】

《
日
時
》
10
月
19
日
（月
）

受
付
時
間

午
後
２
時
～
３
時
30
分

《
場
所
》
母
島
診
療
所
２
階
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
ル
ー
ム

●
問
合
せ
先

村
民
課
福
祉
係

２
―
３
９
３
９

母
島
支
所

３
―
２
１
１
１

育
児
学
級

離
乳
食
の
会

栄
養
士
と
旬
の
食
材
を
使
っ
た
離
乳
食
を
作
り
ま

す
。
ま
た
、
ご
相
談
に
も
応
じ
ま
す
。
事
前
に
予
約

を
お
願
い
し
ま
す
。

【
対
象
者
】
お
お
よ
そ
４
か
月
～
12
か
月
の
お
子
さ

ま
と
保
護
者
の
方

【
持
ち
物
】
エ
プ
ロ
ン
、
筆
記
用
具

【
父
島
】

《
日
時
》
10
月
９
日
（
金
）

午
前
10
時
～
11
時
30
分

《
場
所
》
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー
１
階
調
理
室

【
母
島
】

《
日
時
》
10
月
20
日
（
火
）

午
前
10
時
～
11
時
30
分

《
場
所
》
母
島
支
所

大
広
間

●
問
合
せ
先

村
民
課
福
祉
係

２
―
３
９
３
９

母
島
支
所

３
―
２
１
１
１

育
児
学
級

お
や
つ
の
会
（
母
島
）

栄
養
士
と
お
や
つ
を
通
し
て
お
子
様
の
食
事
に
つ

い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。
事
前
に
予
約
を
お
願
い

し
ま
す
。

【
対
象
者
】
離
乳
食
を
完
了
し
た
３
歳
ま
で
の
お
子

さ
ま
と
保
護
者
の
方

【
母
島
】

《
日
時
》
10
月
21
日
（
水
）

午
前
９
時
30
分
～
11
時

《
場
所
》

母
島
支
所

大
広
間

【
持
ち
物
】
エ
プ
ロ
ン
、
筆
記
用
具

●
問
合
せ
先

母
島
支
所

３
―
２
１
１
１

東
京
都
児
童
相
談
セ
ン
タ
ー
に
よ
る

小
笠
原
地
区
巡
回
相
談

幼
児
・
児
童
の
子
育
て
に
関
し
て
、
児
童
相
談
セ

ン
タ
ー
の
専
門
医
師
、
児
童
心
理
司
、
児
童
福
祉
司

が
皆
さ
ん
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

◎
相
談
内
容

〇
児
童
（
18
歳
未
満
）
の
健
康
に
関
す
る
相
談

〇
育
成
相
談
（
わ
が
ま
ま
、
落
ち
着
き
が
な
い
、

友
達
が
で
き
な
い
、
い
じ
め
ら
れ
る
、
学
校
に
行

き
た
が
ら
な
い
、
チ
ッ
ク
等
の
習
癖
、
夜
尿
な
ど

で
心
配
な
方
）

〇
知
的
・
身
体
障
害
相
談
（
知
的
発
達
の
遅
れ
、

肢
体
不
自
由
、
こ
と
ば
の
遅
れ
、
虚
弱
、
自
閉
傾

向
な
ど
が
あ
る
方
）

〇
養
護
相
談
（
保
護
者
の
病
気
、
死
亡
、
離
婚
な

ど
の
事
情
で
子
供
が
家
庭
で
生
活
で
き
な
い
、
ま

た
は
虐
待
な
ど
子
供
の
人
権
に
関
わ
る
問
題
が
あ

る
と
き
）

〇
非
行
相
談
（
家
出
、
盗
み
、
乱
舞
、
性
的
い
た

ず
ら
、
薬
物
の
習
慣
な
ど
が
あ
る
と
き
）

〇
里
親
に
関
す
る
相
談
（
里
親
と
し
て
家
庭
で
子

供
を
育
て
た
い
と
き
）

【
母
島
】

《
日
時
》
10
月
26
日
（
月
）
午
後

10
月
27
日
（
火
）
午
前

《
場
所
》
母
島
支
所
２
階
会
議
室

【
父
島
】

《
日
時
》
10
月
28
日
（
水
）
午
前
・
午
後

10
月
29
日
（
木
）
午
前

《
場
所
》
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー

●
問
合
せ
先

村
民
課
福
祉
係

２
―
３
９
３
９
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◎
兄
島
マ
イ
マ
イ
の
最
前
線

ネ
ズ
ミ
に
よ
っ
て
、
危
機
に
さ
ら
れ
て
い
る
兄
島

の
マ
イ
マ
イ
。
大
好
評
の
「
マ
イ
マ
イ
の
イ
マ
」
に

加
え
て
、
今
月
号
か
ら
、
そ
ん
な
兄
島
の
マ
イ
マ
イ

を
守
る
取
組
の
最
新
情
報
を
随
時
お
知
ら
せ
し
て
い

き
ま
す
。

今
年
２
月
か
ら
カ
ゴ
ワ
ナ
に
よ
る
緊
急
対
策
を
始

め
、
累
計
６
０
０
頭
の
ネ
ズ
ミ
を
捕
獲
し
ま
し
が
、

陸
産
貝
類
を
回
復
さ
せ
る
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
こ
で
、
ベ
イ
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（
餌
箱
に
殺
鼠

剤
を
入
れ
た
も
の
）
と
い
う
環
境
負
荷
の
小
さ
な
方

法
で
対
策
を
講
じ
ま
し
た
。

相
次
ぐ
台
風
の
影
響
で
、
兄
島
に
渡
れ
な
い
日
が

続
き
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
約
１
か
月
遅
れ
て
し
ま
い

ま
し
た
が
、
村
民
の
皆
さ
ん
に
も
協
力
し
て
い
た
だ

き
、
８
月
末
に
は
、
よ
う
や
く
殺
鼠
剤
の
配
備
が
完

了
し
ま
し
た
。

保
全
エ
リ
ア
は
兄
島
の
一
部
と
は
言
え
約
１
０
０

ヘ
ク
タ
ー
ル
、
そ
こ
に
約
９
０
０
個
の
ベ
イ
ト
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
を
設
置
し
、
殺
鼠
剤
の
補
充
作
業
や
、
異

常
が
発
生
し
て
い
な
い
か
を
、
７
～
10
日
お
き
に
見

回
り
ま
す
。

ネ
ズ
ミ
を
効
果
的
に
減
ら
す
こ
と
が
で
き
る
か
？

陸
産
貝
類
が
回
復
す
る
か
？
他
の
生
き
物
や
、
環
境

へ
影
響
が
な
い
か
？
な
ど
、
村
民
だ
よ
り
な
ど
を
通

じ
て
経
過
を
報
告
す
る
予
定
で
す
。

●
問
合
せ
先

環
境
省
小
笠
原
自
然
保
護
官
事
務
所

２
―
７
１
７
４

◎
ム
コ
に
来
な
い
か
、
ナ
コ
ウ
ド
は
い
る
か

《
聟
島
列
島
の
自
然
状
況
》

父
島
か
ら
お
よ
そ
50
キ
ロ
北
に
あ
る
聟
島
、
嫁
島
、

媒
島
、
北
之
島
な
ど
の
島
々
。
皆
さ
ん
ご
存
知
の
よ

う
に
、こ
の
聟
島
列
島
も
小
笠
原
村
で
す
。そ
し
て
、

世
界
自
然
遺
産
区
域
で
も
あ
り
ま
す
。

聟
島
や
媒
島
な
ど
は
、
か
つ
て
は
樹
林
が
広
が
っ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
人
に
よ
っ
て
持

ち
込
ま
れ
た
ヤ
ギ
な
ど
の
外
来
生
物
に
よ
り
、
植
生

が
破
壊
さ
れ
、
残
存
林
が
一
部
あ
る
も
の
の
、
赤
土

や
岩
場
が
多
く
露
出
す
る
島
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。し

か
し
、
お
よ
そ
10
年
前
に
ノ
ヤ
ギ
の
排
除
が
完

了
し
、
そ
の
後
、
生
態
系
は
緩
や
か
に
回
復
し
つ
つ

あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
聟
島
列
島
に
は
ク
ロ
ア
シ
ア
ホ
ウ
ド
リ

や
コ
ア
ホ
ウ
ド
リ
が
生
息
し
て
お
り
、
平
成
20
年
か

ら
は
伊
豆
諸
島
鳥
島
の
ア
ホ
ウ
ド
リ
を
移
送
し
、
新

た
な
繁
殖
地
を
形
成
す
る
取
組
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

平
成
27
年
３
月
に
は
、
媒
島
で
、
移
送
し
た
ア
ホ

ウ
ド
リ
の
繁
殖
の
成
功
が
初
め
て
確
認
さ
れ
て
い
ま

す
。

《
聟
島
と
媒
島
の
今
》

９
月
に
聟
島
と
媒
島
を
視
察
す
る
機
会
が
あ
り
ま

し
た
の
で
、
そ
の
状
況
を
報
告
し
ま
す
。

聟
島
で
は
、
ノ
ヤ
ギ
の
根
絶
に
加
え
、
平
成
21
年

に
は
ク
マ
ネ
ズ
ミ
も
根
絶
し
ま
し
た
。
現
在
は
、
食

圧
が
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
繁
茂
し
た
ギ
ン
ネ
ム

を
は
じ
め
と
す
る
外
来
植
物
の
駆
除
を
行
な
っ
て
い

ま
す
。

ノ
ヤ
ギ
が
い
な
く
な
っ
て
か
ら
は
、
オ
ナ
ガ
ミ
ズ

ナ
ギ
ド
リ
や
カ
ツ
オ
ド
リ
な
ど
の
海
鳥
の
営
巣
も
多

く
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
様
々
な
生
き
物
た
ち

が
戻
っ
て
き
て
い
ま
す
。

媒
島
で
も
、
聟
島
と
同
様
に
植
生
回
復
に
向
け
た

外
来
植
物
の
駆
除
な
ど
の
取
組
が
行
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
大
面
積
の
ギ
ン
ネ
ム
林
や
、
ネ
ズ
ミ
に
よ
る
在

来
植
物
の
食
害
な
ど
、問
題
も
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。

父
島
や
母
島
に
住
ん
で
い
る
と
、
聟
島
列
島
に
行

く
機
会
は
少
な
く
、
ま
し
て
や
上
陸
す
る
機
会
は
ほ

と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
、
聟
島
列
島
の
生

態
系
の
回
復
に
向
け
て
、
厳
し
い
環
境
の
中
、
外
来

植
物
の
駆
除
な
ど
の
過
酷
な
作
業
を
行
っ
て
い
る
人

た
ち
が
い
ま
す
。
環
境
課
で
は
、
今
後
も
こ
の
よ
う

な
、
普
段
見
る
こ
と
・
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
然

環
境
や
取
組
に
関
す
る
情
報
を
発
信
し
て
い
く
予
定

で
す
。

◎
環
境
課
は
こ
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
い
ま
す
。

４
月
に
環
境
課
が
新
設
さ
れ
て
半
年
が
経
過
し
ま

し
た
。

《
こ
れ
ま
で
の
取
組
》

○
集
落
・
農
地
の
ネ
コ
対
策

○
そ
の
他
の
動
物
の
愛
護
お
よ
び
管
理

○
オ
ガ
サ
ワ
ラ
オ
オ
コ
ウ
モ
リ
の
保
護
対
策

○
世
界
自
然
遺
産
に
関
わ
る
各
機
関
と
の
連
携
・

協
力

○
自
然
環
境
の
保
全
や
世
界
自
然
遺
産
に
関
す
る

普
及
啓
発

○
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
検
討

※
詳
し
く
は
環
境
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

http://www.vill.ogasawara.tokyo.jp/

kankyo/

な
お
、
ご
み
・
リ
サ
イ
ク
ル
な
ど
の
環
境
衛
生
に

関
す
る
業
務
は
、
当
面
は
建
設
水
道
課
が
担
当
し
ま

す
。

●
問
合
せ
先

環
境
課
環
境
係

２
―
３
１
１
１

天
然
記
念
物
の
コ
ー
ナ
ー

◎
マ
イ
マ
イ
の
イ
マ

第
７
貝
「
ツ
ン
デ
レ
」

絶
滅
が
心
配
さ
れ
る
生
き
物
を
預
か
る
と
き
、
３

つ
の
「
Ｐ
」
の
バ
ラ
ン
ス
を
大
事
に
し
て
い
ま
す
。

Pride

（
プ
ラ
イ
ド
）・Pressure

（
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
）・

Play

（
プ
レ
イ
）
で
す
。

預
か
っ
た
か
ら
に
は
救
う
ぞ
と
い
う
責
任
感
や
緊

張
感
は
必
要
な
の
で
す
が
、
で
も
そ
の
中
で
、
遊
び

心
や
テ
キ
ト
ウ
さ
も
持
ち
合
わ
せ
る
こ
と
が
、
次
の

一
歩
へ
の
大
切
な
役
割
を
し
て
く
れ
ま
す
。

学
生
時
代
、
エ
ア
コ
ン
の
効
か
な
い
部
屋
で
預
か

っ
て
い
た
カ
タ
マ
イ
マ
イ
た
ち
、
お
世
話
の
た
め
に

キ
ン
キ
ン
に
冷
え
た
実
験
室
に
持
っ
て
い
く
と
、
急

に
活
発
に
動
き
始
め
る
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。

ま
た
、
つ
い
世
話
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
カ
ラ
カ
ラ

に
な
り
か
け
た
後
、
申
し
訳
な
く
思
い
な
が
ら
霧
吹

き
を
す
る
と
、
活
発
に
な
る
こ
と
に
も
気
が
つ
き
ま

し
た
。

試
し
に
、
わ
ざ
と
世
話
を
忘
れ
た
後
、
暑
い
部
屋

か
ら
寒
い
部
屋
へ
移
し
て
世
話
を
す
る
こ
と
を
繰
り

返
す
と
、
卵
を
産
み
ま
し
た
。

一
方
、
島
で
仕
事
と
し
て
カ
タ
マ
イ
マ
イ
を
預
か

る
よ
う
に
な
り
、
い
つ
も
湿
気
と
食
べ
物
を
た
っ
ぷ

り
に
、
大
切
に
た
い
せ
つ
に
飼
育
し
続
け
て
い
た
と

こ
ろ
、
な
ん
と
、
殻
が
脱
げ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

殻
が
脱
げ
た
ら
ナ
メ
ク
ジ
に
な
る
、
わ
け
で
は
な

く
、
内
臓
が
あ
ら
わ
に
な
り
、
ね
じ
れ
た
り
乾
い
た

り
し
て
し
ま
っ
て
死
ん
で
し
ま
う
の
で
す
。
あ
れ
こ

れ
悩
ん
だ
結
果
、
タ
イ
ミ
ン
グ
を
見
計
ら
っ
て
乾
燥

や
絶
食
を
織
り
交
ぜ
る
こ
と
で
殻
の
脱
ぎ
捨
て
を
防

げ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

い
く
ら
幸
せ
で
も
幸
せ
す
ぎ
は
、
良
い
結
果
を
生

む
と
は
限
ら
な
い
の
で
し
た
。
む
し
ろ
時
に
手
を
抜

く
こ
と
、
厳
し
く
す
る
こ
と
が
必
要
で
し
た
。
思
え

ば
、
自
然
は
時
に
厳
し
く
、
時
に
や
さ
し
く
、
が
当

然
で
し
た
。「
ツ
ン
デ
レ
」
っ
て
大
事
で
す
ね
。

自
分
は
ツ
ン
人
だ
と
感
じ
た
人
、明
日
は
デ
レ
を
、

http://www.vill.ogasawara.tokyo.jp/kankyo/
http://www.vill.ogasawara.tokyo.jp/kankyo/
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デ
レ
人
だ
と
感
じ
た
人
、
明
日
は
ツ
ン
を
、
あ
の
ひ

と
に
。

イ
ラ
ス
ト
担
当
の
高
校
生
た
ち
も
ツ
ン
デ
レ
作
戦

を
実
践
中
、カ
ラ
カ
ラ
と
ジ
メ
ジ
メ
の
バ
ラ
ン
ス
で
、

兄
島
か
ら
絶
滅
し
て
し
ま
い
そ
う
な
新
種
、
ク
チ
ベ

ニ
カ
タ
マ
イ
マ
イ
の
産
卵
に
成
功
中
で
す
。

【
文
】
自
然
環
境
研
究
セ
ン
タ
ー
主
任
研
究
員

森

英
章

【
イ
ラ
ス
ト
】
小
笠
原
高
校

高
橋
ひ
か
る
・

高
橋
海
里

●
問
合
せ
先

教
育
委
員
会
事
務
局
２
―
３
１
１
７

小
笠
原
ホ
エ
ー
ル
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ

協
会
（Ｏ
Ｗ
Ａ
）の
コ
ー
ナ
ー

◎
続
・
ハ
シ
ナ
ガ
イ
ル
カ
の
子
供
を
連
れ
た
ミ
ナ
ミ

ハ
ン
ド
ウ
イ
ル
カ

先
月
の
村
民
だ
よ
り
で
お
伝
え
し
た
、
ハ
シ
ナ
ガ

イ
ル
カ
の
子
供
を
連
れ
た
ミ
ナ
ミ
ハ
ン
ド
ウ
イ
ル
カ
。

９
月
に
入
っ
て
か
ら
も
目
撃
情
報
が
Ｏ
Ｗ
Ａ
に
寄

せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
発
見
情
報
を
ま
と
め
る
と
、
９
月
２

日
に
南
島
、翌
日
に
は
父
島
の
東
側
に
あ
る
石
浦
で
、

７
日
に
は
二
見
湾
内
の
要
岩
付
近
、
そ
し
て
15
日
に

は
再
び
石
浦
で
目
撃
さ
れ
て
い
ま
す
。
ハ
シ
ナ
ガ
イ

ル
カ

す
。Ｏ

Ｗ
Ａ
の
イ
ル
カ
調
査
で
も
、
ぴ
っ
た
り
と
寄
り

添
い
、
元
気
に
泳
い
で
い
る
姿
を
確
認
し
ま
し
た
。

右
の
写
真
は
、
＃
19
が
自
分
の
子
ど
も
と
一
緒
に

泳
い
で
い
る
と
き
の
も
の
。
両
種
の
子
供
を
育
て
て

い
る
と
は
、
と
て
も
興
味
深
い
ト
ピ
ッ
ク
で
す
。
最

初
の
発
見
か
ら
１
か
月
が
過
ぎ
、
こ
の
ま
ま
元
気
に

育
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
願
う
ば
か
り
で
す
。

と
さ
れ
た
卵
は
60
日
程
す
る
と
ふ
化
し
ま
す
。
深
さ

90

cm
ほ
ど
あ
る
産
卵
巣
の
中
で
ふ
化
し
た
子
ガ
メ

は
少
し
ず
つ
砂
を
掻
き
分
け
て
地
上
を
目
指
し
ま
す
。

そ
し
て
、
ふ
化
し
て
１
週
間
ほ
ど
で
子
ガ
メ
は
砂
か

ら
脱
出
し
ま
す
（
脱
出
と
は
ふ
化
し
た
子
ガ
メ
が
砂

か
ら
出
て
く
る
こ
と
）。

子
ガ
メ
は
通
常
、
砂
の
温
度
が
下
が
る
夜
間
に
脱

出
し
ま
す
が
、
日
中
で
も
ス
コ
ー
ル
な
ど
で
砂
の
温

度
が
急
激
に
下
が
る
と
、
子
ガ
メ
は
夜
と
間
違
え
て

脱
出
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
脱
出

待
ち
を
し
て
い
る
子
ガ
メ
は
砂
の
す
ぐ
下
で
待
機
し

て
い
ま
す
の
で
、
人
間
が
誤
っ
て
産
卵
巣
を
踏
ん
で

し
ま
う
と
刺
激
を
受
け
て
脱
出
し
て
し
ま
っ
た
り
、

産
卵
巣
が
崩
れ
て
脱
出
で
き
な
く
な
っ
た
り
し
ま
す
。

脱
出
し
た
子
ガ
メ
は
明
る
い
方
向
に
進
む
習
性
が

あ
り
ま
す
の
で
、
も
し
夜
間
に
海
岸
を
散
歩
し
て
い

て
、
砂
浜
を
歩
く
子
ガ
メ
を
見
つ
け
た
ら
ラ
イ
ト
を

消
し
て
く
だ
さ
い
。
少
し
す
る
と
子
ガ
メ
は
海
の
方

向
へ
歩
き
出
し
ま
す
。

産
卵
巣
の
上
に
は
調
査
時
に
３
本
の
棒
を
立
て
て

い
ま
す
が
、
抜
け
て
し
ま
っ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま

す
の
で
、
産
卵
巣
か
な
？
と
思
っ
た
ら
念
の
た
め
近

づ
か
な
い
で
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

小
笠
原
海
洋
セ
ン
タ
ー
（認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
エ
バ

ー
ラ
ス
テ
ィ
ン
グ
・ネ
イ
チ
ャ
ー)

２
―
２
８
３
０

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
ttp

://b
on

in
-ocea

n
.n

et
の
子
供
を
連
れ
て
い
る
の
は
、
＃
19
の
ま
ま
で

同
様
の
事
例
に
つ
い
て
、
文
献
を
調
べ
て
い
る
途

中
で
す
が
、
今
の
と
こ
ろ
長
期
に
渡
っ
て
観
察
さ
れ

て
い
る
例
は
あ
り
ま
せ
ん
。
世
界
的
に
見
て
も
珍
し

い
事
例
で
す
の
で
、
引
き
続
き
、
こ
の
よ
う
な
イ
ル

カ
を
発
見
し
た
場
合
に
は
、
是
非
Ｏ
Ｗ
Ａ
ま
で
お
知

ら
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

一
般
社
団
法
人

小
笠
原
ホ
エ
ー
ル
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
協
会

２
―
３
２
１
５

海
洋
セ
ン
タ
ー
だ
よ
り

そ
の
173

◎
子
ガ
メ
の
脱
出
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

ア
オ
ウ
ミ
ガ
メ
の
産
卵
も
終
盤
を
迎
え
、
い
よ
い

よ
ふ
化
シ
ー
ズ
ン
と
な
り
ま
し
た
。
砂
中
に
産
み
落

写
直
前

の
中

の
で

真
の
よ
う
に
砂
が
陥
没
し
て
い
る
場
所
は
脱
出

、
も
し
く
は
直
後
の
産
卵
巣
で
、
子
ガ
メ
が
砂

で
脱
出
待
ち
を
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

http://bonin-ocean.net/
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【マイナンバー「通知カード」が配布されます】
平成２７年１０月以降、皆さまの「マイナンバー」をお知らせするため【通知カード】を簡易

書留にてお送りします。

通知カードは紙製で〇氏名〇住所〇生年月日〇性別〇マイナンバーが記載されており、ひとり

に一枚ずつ配布します。

お受け取りになりましたら、内容を確認し、誤りがある場合はお知らせください。この通知カ

ードには顔写真が入っていないため、公的な身分証明書としては使用出来ません。

☆☆ 今後は村への様々なお届けの際にマイナンバーを記入いただくことが増えていきます ☆☆
マイナンバーキャラクター

「マイナちゃん」からの

大切なお知らせ

通知カードに関するお問い合わせ ●村民課住民係 ２－３１１３

■希望する方には顔写真付の「個人番号カード」を交付します（平成２８年１月から）

「個人番号カード」には〇氏名〇住所〇生年月日〇性別〇マイナンバーなどが記載され、本人の顔写真も表示

されます。こちらは、本人確認のための公的な身分証明書として利用できるほか、カードのＩＣチップに搭載さ

れた電子証明書を用いて、e-Tax（国税電子申告・納税システム）をはじめとした各種電子申請が行えることや、

小笠原村の各種サービスにも使用できるよう検討します。

なお、「住民基本台帳カード」の申請は平成２７年１２月をもって終了します。

通知カード

個人番号 ○○○・・・・・○○○○

生年月日 ○○年○○月○○日

性別 女

氏名 □□□□

住所 東京都小笠原村○島○○ ○○

通知カードは

こんなカード！
なくさないよう

大切に保管して

くださいね！
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村では、扇浦浄水場の跡地において、水道関連施設（原水調整池）を地下に整備し、地上における利用のあり方につい

て検討するため、８月２４日に第 1回村民説明会を開催しました。

説明会で村から報告した原水調整池の整備計画および参加者の皆さまからいただいた意見などを報告します。

《村からの報告》

(1) 第２原水調整池の整備計画

・平成２３年に３１年ぶりの大渇水となり、村民生活に支障が生じたため、渇水対策を講じる必要がある。

・渇水対策の方針は「渇水時でもダムの総貯水量の５０％の水を確保できる水源の整備」

具体的方法として、調整池を整備し貯水する。

・新浄水場の整備にあたり、敷地内に第１原水調整池、旧扇浦浄水場の跡地に第２原水調整池を整備する。

・旧扇浦浄水場の跡地にした理由は、新浄水場から近く、導水管など既存の設備が活用でき、新たな設備投資や土

地開発が抑制できるため。

・跡地は、扇浦の中心地であり、利用の要望もある。また、津波浸水予測は２～５ｍであることから、第２原水調

整池は敷地内の地下に整備し、地上の利用を検討する。（ただし、調整池の上に建物は設置できないなどの制約

はある）

   ・調整池は、容量 4,000 ㎥、縦 20m×横 40m×深さ 5m の規模で、その他ポンプ設備、電気設備の建屋を整備する。 

・今年度に詳細設計などを行ない、来年度に旧浄水場建物を解体し、平成３０年度完成の予定。

(2) 跡地の利用

・アウトリガーカヌーをテーマとしたエコミュージアム的な公園整備、扇浦地区の集会場、煮炊きのできる場所、

スケートボードパークのほか、小笠原神社の倉庫、社務所的な場所などの要望を村は受けている。

・法的には政教分離の考え方があるため、村が直接的に神社に係るものを整備することはできない。

・調整池の上は芝生を張り、公園として使えるような整備のイメージを村は持っている。

・具体的な利用のご意見をいただいた上で、調整池の強度などを設計に反映したい。

《いただいた主なご意見》

(1) 第２原水調整池に関すること

・調整池は、軽い構造物や車両に耐えうる構造にすべき。

・調整池は、敷地の端の方に造ることとしていただきたい。

・整備にあたっては、オオコウモリへの配慮や優遇を積極的に行なってほしい。

(2) 跡地の利用に関すること

・海岸においてあるカヤックなどは、海岸の景観の問題もあるので、跡地に移動させられればいいと思う。

・島には海はあるがプールがない。

・太陽光エネルギーの活用を取り入れてほしい。

・みんながイメージしやすいたたき台の案がほしい。その方が検討しやすい。

(3) 進め方・その他に関すること

・村民だよりなどできちんと広報し、もう少し前もって開催の日程を伝えてほしい。

・普段から水を大切に使う意識が希薄になってきている。村でも「もっと水を大切に」と注意喚起してほしい。

説明会の詳細は、村役場で随時ご説明します。また、村役場ホームページ（企画政策室コーナー）で、配布資料や議事

録の概要はご覧いただけます。

【第２回説明会の開催】
第１回説明会でいただいたご意見をふまえ、利用検討の対象地域を旧扇浦浄水場の周辺に広げ、村の案を提示し、具

体的な意見交換をさせていただきます。

第２回説明会 １０月１３日（火） 〔午後の部〕１４：００～ 扇浦交流センター

〔 夜の部 〕１９：００～ 扇浦交流センター

※参加できない皆さまへ
随時、説明会の内容を説明させていただくほか、ご意見も承りますのでお問合せ下さい。

●問合せ先 総務課 企画政策室 ２－３１１１

kikaku@vill.ogasawara.tokyo.jp

扇浦浄水場跡地の利用に関する検討について
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〇頭重、頭痛、不眠の改善 〇認知症の発症が 8.8％低下

〇生活習慣病の発症が 3.6%低下 〇ダイエット

〇がんの発症が 3.2%低下 〇ストレスの軽減

クジラ：へぇ～ たった 10 分でもいいんですね。

保健師：劇的な変化はなくても、習慣として続けていけば、体にも心にもメリッ

クジラ：でも、なにができるかなぁ・・・。

保健師：「運動らしい運動」でなくてかまいません。今よりこまめに動いたり、

りするだけでも良いのです。ちなみに、この 10 分はまとまっている必

5 分を 2 回でも、1 分を 10 回でも OK です。

クジラ：じゃあ僕は、今までよりお昼に 5 分、夕方に 5 分 多く・速く動いて

保健師：気づいたタイミングを逃さず、さっそく今日からやってみましょう。

健康のためには運動したほうがよいとわかっていても、なか

そんな人におすすめなのが「＋10（プラス・テン）」です。

その方法は、「10 分多く体を動かす」ことを意識するだけ

複雑なやり方を覚える必要も、グッズを揃える必要もありま

自宅で、職場で、通勤中に・・・いつでも、どこでもできる

右の図は、今のあなたが健康のための身体活動をどのくらい

しているのか、チェックできるチャートです。

①や②だった人は、生活の中でいつ「＋10」ができるか、

自分の 1 日を振り返り、今日からさっそく始めてみましょう。

目標は 18 歳から 64 歳の人なら 1 日合計 60 分。65 歳以上な

ら 1 日合計 40 分です

③や④の人は目標を達成できているので、「＋10」を意識し

て、よりアクティブな生活にしたり、職場の仲間や家族を誘っ

て一緒に楽しんだりしてみると良いでしょう。

なお、体を動かす時間は少しずつ増やしていくようにし、体

調が悪い時は無理をしないようにしてください。

＋10（プラス・テン）の効果

運動というと、今まではある程度の強さで続けなければ

効果がないと言われてきました。しかし健康づくりのため

には、“身体運動（生活活動及び運動）全体に着目するこ

とが重要”と言うことに変わってきました。

具体的に言うと、日常生活における労働・家事・通勤・

通学などの「生活活動」も、「運動」と同じく身体活動で

あり、エネルギー消費を伴う動作であると位置づけられて

います。

健康は

普段、あまり

たった10分で

は？しかし、意

爽快になり、元

きます。無理を

からはじめ、焦

ましょう。10

増進につながる

たっ運動って・・・
― 村民課福祉係 —
— 第１８８号 ―

クジラの伝言板トがありますよ。

早歩きを心がけた

要もありません。

みようかな。

なかできない・・・

。

せん。

運動習慣です。

「元気」と「病気」の調和！

体を動かさない生活をしていると、

も負担に感じるという人も多いので

識して体を動かしていると、気分が

気力がアップしていくことが実感で

せず、毎日の生活の中でできること

らずに「10 分」を積み重ねていき

分の積み重ねが、体力の向上や健康

のです。

た 10 分、されど 10 分
村民課福祉係
2－3939
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定期予防接種（父母） インフルエンザ予防接種（父島）

内地進学助成申込受付（～３/３１）

東京都島しょ地域中小企業等振興補助事業募集（～11／13） 出港日

小笠原小学校展覧会展示品募集（～11／27） 世界自然遺産に関する村民意見交換会（父島）

南島外来植物駆除ボランティア募集（～１４）

原付免許学科試験申込受付（～２３） 専門診療（耳鼻咽喉科）父島（～１９）

ギャラクティック・キッズ申込受付（～２０） 母島小中学校学校公開・道徳授業地区公開講座

マイナンバー制度講習会（父） 赤旗山・時雨山・つつじ山方面指定ルート通行止

赤い羽根共同募金開始 高校図書館開放

マイナンバー制度講習会（母） 世界自然遺産に関する村民意見交換会（母島）

乳幼児健診・歯科健診（母島）

出港日

入港日

インフルエンザ予防接種（父母）

第４８回小笠原小・中・高連合運動会 育児学級 離乳食の会（母島）

ギャラクティック・キッズ開催（父島）

第４回教育委員会 専門診療（産科・婦人科）母島

第２回シロアリ対策事業申込受付（～１５） 育児学級 おやつの会（母島）

母島巡回労働相談 専門診療（耳鼻咽喉科）父島（～２２）

定期予防接種（父母）

ヘルスアップ教室（父島） 出港日

電話による無料法律相談

入港日 専門診療（産科・婦人科）父島

乳幼児健診・歯科検診（父島） インフルエンザ予防接種（母島）

育児学級 離乳食の会（父島）

高校図書館開放

出港日 入港日

高校図書館開放 専門診療（産科・婦人科）父島（～２８）

東京都児童相談センターによる巡回相談（母島）（～２７）

インフルエンザ予防接種（父島）

赤旗山・時雨山・つつじ山方面指定ルート通行止

森林生態系保護地域への入林受付および簡易講習（母島）

扇浦浄水場跡地の利用に関する第2回説明会（父島） 東京都児童相談センターによる巡回相談（父島）（～２９）

インフルエンザ予防接種（母島）（～１４）

西海岸方面指定ルート通行止 出港日

行政相談所の開設 インフルエンザ予防接種（父島）

入港日

村民相談

東京三弁護士会による法律相談（母島）

赤旗山・時雨山・つつじ山方面指定ルート通行止

専門診療（耳鼻咽喉科）母島（～１６）

東京三弁護士会による法律相談（父島）

22 木

31 土

水

25

金

28

13 火

8 木

水

10

30

5 月

金23

11 日

4

日付 曜日 行 事 予 定 行 事 予 定日付 曜日

水

「しましま商品券」利用期限

3 土

27 火

19

土

日

2 金

6 火

7

15 木

12 月

14

16 金

17 土

18 日

月

20

21

火

水

日

29 木

9 金

木1

24 土

26 月

体育の日
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